
アセスメントシートの流れ （入所待機者・施設入所者）

大阪府

市町村
（委託相談・
基幹C含む） 相談支援専門員

障がい者

①作成依頼

②相談支援事業所を
利用している場合

③アセスメント及び
結果に基づく支援

②’セルフプランの場合は市町村が
直接アセスメント

④アセスメント
結果の回答

【市町村の役割】

・アセスメント結果の集計
・自立支援協議会等で地域移行の議論
・市町村の地域移行に繋がる施策展開

【大阪府の役割】
・府内全域の結果を集計
・地域移行の推進のための
広域行政としての施策展開

⑤集計結果
の回答

【障がい者】
・入所を待機している方
・施設に入所中の方

◆大阪府の入所待機者調査と連動して、毎年、市町村へ作成を依頼。
◆施設入所者のうちセルフプランの方には、市町村がモニタリングや障がい支援区分認定調査の機会を通じてアセスメントを実施。
◆市町村はアセスメントの集計結果を府に報告。（アセスメントできなかった場合は、その旨を報告。）


